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第１号  松本市教育文化センター条例の一部改正について 

第２号  令和５年度市立小中学校の授業日数について 
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第５号  松本市学校給食費の改定について 

 

［その他］ 
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５．１．２６ 

教育政策課 

議案第 １ 号 

 

松本市教育文化センター条例の一部改正について 

 

１ 趣旨 

  博物館法の一部を改正する法律（令和４年４月１５日公布）が令和５年４月１日か

ら施行されることに伴い、関連する条例の一部を改正することについて協議するもの

です。 

 

２ 改正内容 

 松本市教育文化センター条例第１条から「博物館法(昭和２６年法律第２８５号)第１８

条」を削除する。 

 

３ 新旧対照表（一部抜粋） 

  別添のとおり 

 

４ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 

５ 今後について 

  市議会２月定例会に議案として提出します。 

 

 

 

担当 教育政策課 

課長 臼井 美保 

電話 ３３－３９８０ 



 

松本市教育文化センター条例(昭和５８年条例第３３号)新旧対照表（一部抜粋） 

現行 改正後（案） 

(目的) (目的) 

第１条 この条例は、市民の教育文化の振興と福祉の増進を

図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和

３１年法律第１６２号)第３０条、博物館法(昭和２６年法

律第２８５号)第１８条及び地方自治法(昭和２２年法律第

６７号)第２４４条の２の規定に基づき、松本市教育文化セ

ンター(以下「教育文化センター」という。)の設置及び管

理等について、必要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、市民の教育文化の振興と福祉の増進を

図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和

３１年法律第１６２号)第３０条、博物館法(昭和２６年法

律第２８５号)第１８条及び地方自治法(昭和２２年法律第

６７号)第２４４条の２の規定に基づき、松本市教育文化セ

ンター(以下「教育文化センター」という。)の設置及び管

理等について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

【参考】 

 ・ 博物館法（旧法）第１８条 

   公立博物館の設置に関する事項は、当該博物館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。 

 ・ 地方自治法第２４４条の２ 

   普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理

に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。 
 

別 紙 



 

 

 

議案第  ２  号  

 

令和５年度市立小中学校の授業日数について 

 

１  趣旨  

学校教育法施行令第２９条及び学習指導要領における規定に基づき、令和５年度

の市立小中学校の授業日数について、次のとおり設定するものです。 

 

２ 令和５年度市立小中学校の年間授業日数  

「２０５±２日」とします。 

 

３  年間授業日数設定に当たっての根拠及び留意点  

⑴  「学校教育法施行令」第２９条の規定において、公立学校の学期及び休業日数

は、教育委員会が定めることとされています。また「松本市立幼稚園、小・中学校

管理規則」第３条の２では、政令第２９条の規定による夏季、冬季及び学年末等に

おける休業日は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、校長が定めることとされて

います。 

⑵  学校長は、学習指導要領における教育課程の履修時間に加え、クラブ活動（小

学校）、児童会・生徒会活動、入学式・卒業式、遠足、集団宿泊活動、運動会、文

化祭、ボランティア活動等、教育課程以外に必要な日数又は時数を加味して休業

日を決定します。 

⑶  「小学校学習指導要領」及び「中学校学習指導要領」においては、各教科、特別

の教科道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の授業は、年間３５週以上にわ

たって行うよう計画し、週当たりの授業時数が、児童の負担過重にならないように

することとされています。 

⑷  災害や流行性疾患による学級閉鎖等の不測の事態により、年間の授業時数が

標準授業時数を下回らないよう配慮しています。 

⑸  令和４年度長野県の授業日数は 207 日以下の小学校が 9９.１％（20５日以下

は 79.9％）、中学校が 9７.８％（205 日以下は 7７.８％）です。 

⑹  

 

 

 

 

 

                      （令和４年度長野県学校経営概要のまとめより）  

⑹ 令和４年度市立小学校、中学校の授業日数及び長野市、上田市、飯田市は別紙

１のとおりです。 

⑺ 学習指導要領に示されている授業時数は別紙２、令和４年度の鎌田中学校の授

業時数と授業日数の関係は別紙３のとおりです。 
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５．1．2６ 

学校教育課  



 

４  今後の予定  

設定した年間授業日数に基づき、各校が教育課程・年間指導計画を編成し、教育

委員会に提出することとします。 

 

５  その他  

   令和５年度入学式は４月６日 (木)、小学校卒業式は３月１４日(木)、中学校卒業式

は３月１５日(金)に、小中併設校卒業式はどちらかで行います。 

 

 

 

 

 

 

 

担当   

学校教育課   課  長  塚田  雅宏  

学校支援室   室  長  坂口  俊樹  

電話  ３３－４３９７ 



別紙１

小 学校番号 学校名 授業日数 中 学校番号 学校名 授業日数

1 1 開智小 204 2 1 清水中 204

1 2 源池小 204 2 2 鎌田中 204

1 3 筑摩小 205 2 3 丸ノ内中 205

1 4 旭町小 205 2 4 旭町中 203

1 5 田川小 204 2 5 松島中 204

1 6 鎌田小 204 2 6 高綱中 207

1 7 清水小 203 2 7 菅野中 203

1 8 島内小 204 2 8 筑摩野中 205

1 9 中山小 204 2 9 山辺中 204

1 10 島立小 205 2 10 開成中 205

1 11 芝沢小 204 2 11 女鳥羽中 206

1 12 菅野小 204 2 12 明善中 204

1 13 芳川小 204 2 13 信明中 204

1 14 寿小 204 2 14 会田中 204

1 15 岡田小 204 2 15 安曇中 207

1 16 山辺小 204 2 16 大野川中 203

1 17 今井小 204 2 17 奈川中 205

1 18 開明小 205 2 18 梓川中 203

1 19 明善小 204 2 19 波田中 205

1 20 本郷小 204 3 20 鉢盛中 205

1 21 二子小 204 平均 204.5

1 22 並柳小 204

1 23 四賀小 205 市名 授業日数

1 24 安曇小 207 長野市 205±1

1 25 大野川小 203 上田市 206～210

1 26 奈川小 202 飯田市 204～206

1 27 梓川小 204

1 28 波田小 203

平均 204.1

令和４年度各校の授業日数
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５．１．２６   

生涯学習課・中央公民館 

 

議案第 ３ 号 

 

松本市奈川文化センター夢の森条例の一部改正について 

 

 

１ 趣旨 

更衣室廃止に伴い、松本市奈川文化センター夢の森条例の一部を改正することについ

て協議するものです。 

 

２ 改正内容 

  松本市奈川文化センター夢の森に設置してある更衣室は以前から利用実績がなく、今

年度で廃止するため更衣室を削除するものです。  

 

３ 新旧対照表 

 別紙のとおり 

 

４  施行期日 

令和５年４月１日 

 

５ 今後の予定 

  市議会２月定例会に議案として提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担当 生涯学習課・中央公民館 

課長 石川 善啓 

(直通３２-１１３２) 



 

松本市奈川文化センター夢の森条例(平成１７年条例第７１号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○松本市奈川文化センター夢の森条例 ○松本市奈川文化センター夢の森条例 

平成１７年３月２２日 平成１７年３月２２日 

条例第７１号 条例第７１号 

別表(第７条関係) 別表(第７条関係) 

区分 ９：００～１７：００

(１時間につき) 

１７：００～２１：０

０(１時間につき) 

全日 

コンベンションホ

ール 

円 

３，３００ 

円 

３，８４０ 

円 

３３，０００ 

１階ホール ２２０ ３２０ ２，２００ 

２階ホール ２２０ ３２０ ２，２００ 

更衣室 ３２０ ４４０ ３，３００ 

会議室 ２２０ ３２０ ３，３００ 

視聴覚室 ５４０ ７６０ ７，７００ 

実習室 ４４０ ６６０ ５，５００ 

研修室 ４４０ ６６０ ５，５００ 

和室 ４４０ ６６０ ５，５００ 

全館 ５，５００ ７，７００ ５５，０００ 
 

区分 ９：００～１７：００

(１時間につき) 

１７：００～２１：０

０(１時間につき) 

全日 

コンベンションホ

ール 

円 

３，３００ 

円 

３，８４０ 

円 

３３，０００ 

１階ホール ２２０ ３２０ ２，２００ 

２階ホール ２２０ ３２０ ２，２００ 

更衣室 ３２０ ４４０ ３，３００ 

会議室 ２２０ ３２０ ３，３００ 

視聴覚室 ５４０ ７６０ ７，７００ 

実習室 ４４０ ６６０ ５，５００ 

研修室 ４４０ ６６０ ５，５００ 

和室 ４４０ ６６０ ５，５００ 

全館 ５，５００ ７，７００ ５５，０００ 
 

備考 備考 

１ 冷房又は暖房を使用するときは、当該区分に定める額の１００分の１

３０に相当する額とする。この場合において、算出した額(施設を複数使

用する場合は、当該使用料の合計額)に１０円未満の端数金額があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。 

１ 冷房又は暖房を使用するときは、当該区分に定める額の１００分の１

３０に相当する額とする。この場合において、算出した額(施設を複数使

用する場合は、当該使用料の合計額)に１０円未満の端数金額があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。 

２ コンベンションホール、実習室及び視聴覚室の使用料には、備品等の

使用料を含むものとする。 

２ コンベンションホール、実習室及び視聴覚室の使用料には、備品等の

使用料を含むものとする。 

３ 更衣室の使用料には、シャワーの使用料を含むものとする。 ３ 更衣室の使用料には、シャワーの使用料を含むものとする。 

別 紙 







1/1 

松本市立博物館条例(平成２４年条例第４号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

○松本市立博物館条例 ○松本市立博物館条例 

平成２４年３月１日 平成２４年３月１日 

条例第４号 

（略） 

条例第４号 

（略） 

令和５年 月 日条例第  号 

(目的) (目的) 

第１条 この条例は、市域の自然環境や文化、産業等の遺産の保護活用

を図り、地域の多様な魅力や情報を発信し、人々が集い、学び、出会

い交流し、未来の創造に寄与するため、博物館法(昭和２６年法律第

２８５号。第１６条において「法」という。)第１８条及び地方自治

法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２の規定に基づき、松本市

立博物館(以下「市立博物館」という。)の設置及び管理等について必

要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、市域の自然環境や文化、産業等の遺産の保護活用

を図り、地域の多様な魅力や情報を発信し、人々が集い、学び、出会

い交流し、未来の創造に寄与するため、博物館法(昭和２６年法律第

２８５号。第１６条において「法」という。)第１８条及び地方自治

法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２の規定に基づき、松本市

立博物館(以下「市立博物館」という。)の設置及び管理等について必

要な事項を定めることを目的とする。 

（略） （略） 

(博物館協議会) (博物館協議会) 

第１６条 法第２２条の規定に基づき、市立博物館に松本市博物館協議

会(以下「協議会」という。)を置く。 

（略） 

第１６条 博物館法(昭和２６年法律第２８５号。)第２５条の規定に基

づき、市立博物館に松本市博物館協議会(以下「協議会」という。)を

置く。 

 （略） 

 附 則(令和５年  月  日条例第  号) 

 (施行期日) 

 １ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

別 紙 



 

 

 

 

議案第 ５ 号 

松本市学校給食費の改定について 

 

１ 趣旨 

  令和４年１２月２８日付け松本市教育員会諮問第１００１号で松本市学校給

食センター運営委員会（以下「運営委員会」という）に諮問し、１月２５日に答

申のあった学校給食費の改定について協議するものです。 

 

２ 経過 

  ４．１２.２８ 教育委員会から運営委員会へ諮問 

  ５． １.２４ 運営委員会で答申について協議、決定 

       ２５ 運営委員会から教育委員会へ答申 

 

３ 答申書 

  別紙のとおり 

 

４ 答申内容 

 ⑴ 急激な物価高騰によるもので今回の値上げはやむを得ないものと考える。  

⑵ 安曇、大野川、奈川の小中学校についても、かねてから保護者の要望もあり、 

 センターの給食費と統一されたい。 

⑶ １食あたりの金額（答申書のとおり） 

⑷ 改定にあたっては、可能な限り保護者の負担が増えないようにお願いしたい。 

⑸ 一般財源で補填する場合は、教育費の減額につながらないようにお願いしたい。 

⑹ 給食の質については、栄養価が下がらないようにお願いしたい。 

 

５ 改定案 

ア 令和５年度から学校給食費１食あたりの金額を別表のとおり値上げする。 

イ 安曇、大野川、奈川小中学校の給食費をセンター給食費と統一する。 

 ＜別表＞ 

  現 行 令和５年度から 備 考 

センター 
小学校 ２８０円 ２９０円 １０円増 

中学校 ３３０円 ３４０円 １０円増 

安曇 
小学校 ３１０円 ２９０円 ２０円減 

中学校 ３３３円 ３４０円 ７円増 

大野川 
小学校 ３１３円 ２９０円 ２３円減 

中学校 ３４１円 ３４０円 １円減 

奈川 
小学校 ３０５円 ２９０円 １５円減 

中学校 ３３０円 ３４０円 １０円増 

教育委員会資料 

５・１・２６ 

学校給食課 



 

 

６ 今後の対応 

 ⑴ 保護者負担が増えないよう市長部局と協議します。 

⑵ 適切な時期に保護者へ周知します。 

⑶ 次期開催の庁議及び市議会経済文教委員協議会に報告します。  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 学校給食課 

課長 三代澤 昌秀 

（内線 ２４７７）  






